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鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）（抜粋） 

 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資

源の合理的開発を図ることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第二条 この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。 

２ この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘

採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業と

しない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 

３ この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をい

う。 

４ 第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。 

 

第三条 この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 

一 鉱山における人に対する危害の防止 

二 鉱物資源の保護 

三 鉱山の施設の保全 

四 鉱害の防止 

２ 前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び

災害時における救護を含む。 

 

（鉱業権者の義務） 

第五条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところによ

り、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならな

い。 

一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内

火災 

二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 

三 機械、器具（衛生用保護具を除く。以下同じ。）及び工作物の使用並びに火薬

類その他の材料、動力及び火気の取扱い 

２ 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、

衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

第八条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところによ

り、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 

一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 
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二 土地の掘削 

 

（保安教育） 

第十条 鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施

さなければならない。 

２ 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者

を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保

安のための教育を施さなければならない。 

 

（作業監督者） 

第二十六条 鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分

ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者

（以下「作業監督者」という。）を選任しなければならない。 

２（略） 

 

（報告） 

第四十一条 鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生した

ときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済

産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 

２ 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産

業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業

省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。 

 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

一 第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者 

二 第九条、第十条第二項、第二十二条第一項若しくは第三項又は第二十六条第

一項の規定に違反した者 

三 第十三条第四項、第二十条又は第二十三条第一項（第二十六条第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者 

四 第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者 

五 第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた  

 者 

六 第二十七条第三項又は第五十条第二項の規定に違反して解雇その他不利益な

取扱いをした者 

七 第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者 

 

 


